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１ 岩手町地区実施計画対策松林の区域に関し必要な事項 

  岩手町における地区実施計画対策森林の区域は様式１のとおりである。 

 

様式１   計画対象森林の区域 

対象森林の区域 

（樹種転換以外） 

左の面積 

Ａ 

対象森林の区域 

（樹種転換） 

左の面積 

Ｂ 

合計 

Ａ+Ｂ 

６林班１、１３林班１、１５林

班３、１６林班３、１７林班４・

７・１０・１１、１８林班４・

６・７・１２～１４、２７林班

１、３３林班１、３４林班１・

５・１０、３５林班３～７・９・

１５、３６林班１～６・１１・

１３～１７・１９・２２～３０・

３２・３７・３９・４１～４３・

５０・５３、３７林班１８・２

２・２６・２７・３０・３２、

３８林班１～３・６・１０・１

６・１７・２２～２５・２７～

３１・３３・３５・３７・３８・

４１、４２林班１～７、４３林

班１～４、４４林班６・８・９・

１１・１２・１５・２０・２１・

２４～２６・２８・３１～３３・

３５・３６・４０～４６・４８・

５２・５３、４５林班３・５・

８・９・１１、４６林班５・７・

１１・１３・２３、４７林班３、

４８林班１、４９林班１、５０

林班１、５１林班１、５２林班

１、５３林班２・４・７・１３・

１４・１９～２４、５４林班１、

５５林班１・２、６１林班９・

１４・１５・１９・２０・２２・

２６・２８・３０・３５、６２

林班１～４・９～１５、６３林

班１、６４林班１・４～６・８・

９、６５林班２・３・１８・４
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４～５１・７８、６６林班１・

７・９・１１～１４、６７林班

１、６８林班１、６９林班４６・

４９・５１～５３・５６・５７・

６０～６３・６５・７３・７４・

７６・８１・８３～８８・９０・

９１、７２林班２・５・７・８・

１１・１３・１４・１６・１７、

７３林班１～６・１１・１２・

１４・１６～１８・２４～２９・

３３・３９～４３・４５・４７・

５４・５５・５７・５９～６１・

６３～６７・６９・７５・７９・

８０・８２・８７、７４林班３・

８・９・１１・１６・２１、２

５・３１・３３・３５～３７・

４０・４１・４３・４７～５０、

７５林班１・３・１７・２３・

２７・２９・３２・３４・３５・

３７～４０・４５・５１・５５・

５６・６２～６５・６７・６９・

７１・７２・７５・７７・７８・

８０・８４～８８・９０～９７・

１０１～１０３・１０５・１０

７・１１１・１１２・１１７・

１２７・１２８・１３１・１４

７・１５２、７６林班１・７～

９、７７林班２・６・１１・１

３～１６・１８・２０・２２～

２４・３３・４０～４２、７８

林班１・３・４・６・７、７９

林班８、８０林班１～３・６・

２０・２２・２３・２７、８１

林班６・１２・１３・２２・２

４・３４・３５・３９・４０・

４３～４６・４９～５１・５５・

５６・５８・６２・７４・７７・

８２、８２班１～４・６・８・



１０～１５・１７～２０・２３・

２４・２８～３０、８５林班７

～９・１５・１７～２１・２５、

８６林班４・６・７・１０・１

１・１４・１５・２１・２２・

３０、８７林班２２・２８・３

０・３２・３３・３５・３８～

４１・４６・４７・４９・５１・

５５・５８・６３・６６・６８・

６９・９０～９２・９８・９９・

１１２～１１４・１２５・１２

７・１２８、８８林班８～１３・

１８、８９林班３～６・９・１

０・１２、９０林班３～１１・

１３～２１・２３、９１林班２

～５・９～１４・１９・２１～

２３・２６、９２林班１・２・

４・１５、９５林班９・１０・

２３・２５～３０、９６林班１

～４・７・８、９７林班２・３・

１０・１９・２３・２５・３１・

３２、９８林班２・１４・２３・

３０・３６、９９林班１・５・

６・８・１４、１００林班１・

６・７・９・１３・１７・３０・

３６・３９・４３・４７・４８・

５７・６５・６７～７４・７７・

８５・１０５・１０７・１１１・

１１２・１１９・１２２・１２

６・１３３・１５９・１６５・

１７１・１７３・１８６・１９

７・２０７・２０９・２２１・

２２２・２２７～２３２・２３

８・２４６・２５０～２５２・

２５４・２５７・２５９、１０

１林班３・５・６・９～２０・

３３～３５、１０２林班８・１

９・３０・３４、１０３林班１・



３・７・１７・３０・３３・３

４・６７～６９・７１・７２・

７６・７７・９２～９５・９７

～１０３、１０４林班１・５～

８・１１～１５・１７・２０～

２４、１０５林班１・４・５、

１０６林班５・１３・１５・１

８～２１・２４～２６・２９・

３０・３２～３５・３７～４０・

４２・４４～４６・５４・５９・

６１～６５・６８～７２・７８・

８０～８２・８４・８７～８９・

９１・９２・９４～１０４・１

０６・１０７・１０９～１１３・

１１５～１２２・１２８～１３

３・１３６・１３７・１３９・

１４４・１４５、１０７林班１・

４・５・６・１３・１８～２５・

３８・３９・４１・４８・５０

～５３・５５、１０８林班２・

２４・２７・３０・３８～４１・

４４・４９、１０９林班１・５・

６・９・１２・１４、１１０林

班２・１０・１９・２０・２４・

３０・３１、１１１林班１・９

～１１・１３・３１・３５・３

７・３８、１１２林班８・１１・

１４・１５・２８・３３・３４・

３５・３７・３８、１１３林班

１～５・８～１６・１９～２２・

２４～２６・３１～３３・３８・

４０～４３・５３・６３～７０・

７３～７５・８０・８１・８３・

８５～８７・９０～９３・９６

～９８、１１４林班１・２・１

５、１１５林班２・３・５、１

１６林班１・２・５～７・９～

１３・１５～１７・２０・２１・



２５・２９、１１８林班２・１

１～１３・１６～１８、１１９

林班１６・１８、１２０林班７・

８・１２～１７・２０・２１・

２４・２５・２７・３１・３４・

３５・４１～４３・４５・４６、

１２１林班４０・４３・４５・

５０・５３・５４・６２・６３・

７７～７９・８７・９０・９４・

９５・１００、１２２林班１～

４・７・８・１０・１８・１９・

２５・２７・２８・３２・３５・

５３～５７、１２３林班１・２・

１１・１２・１５・１６・１８・

２３・２６・３２・３３・３５・

３７・３９～４１・５０・５５・

６１・６３・６５・６９・７３・

７４、１２４林班５・７～１１・

１３・１４・１６・１８～２１、

１２５林班１・４～６・９、１

２６林班１・４、１２７林班１・

７・９、１２８林班１、１２９

林班１・６、１３０林班２・４・

６・７・１２～１４、１３１林

班２・４・５・６・９・１２・

１８、１３２林班４・７～１０・

１２、１３３林班６・１２・１

３・１８、１３４林班１・３～

５・７・９・１５・１６・１８・

２４・３１・３２・３６・４３・

４７～４９、１３５林班３・４・

９・１０・１９・２０・２２・

２９・４５、１３６林班１・３・

５～７・１３・１８～２１・２

４・２５・２８・２９・３１、

１３７林班１～４・６～８、１

３８林班１・２・４、１３９林

班１・２、１４０林班１、１４



１林班１・３・４・７～９・１

１、１４２林班３～５、１４３

林班２、１４４林班３・１２・

１６・１７・１９・２１～２３、

１４５林班２～５・７・１３・

１５、１４６林班１・３～６・

８・９、１４７林班１・６・１

０～１２・１４～１９・２１～

２５・３０・３１・３４～３６、

１４８林班１・２・６、１４９

林班１・７、１５０林班３・５

～７・９・１０・１２～１７、

１５１林班４・６・１０・１１・

１３～２１・２８・３１、１５

２林班２～５・７・１０～１２・

１５・１６・１９・２２・２４・

２８～３２、１５３林班１～

５・７～１８・２０、１５４林

班１・３・６・７・１２・１３・

１５・２４、１５５林班２・３・

５・７～９・１１、１５６林班

１・２・５・１１・１６・２４・

２６・２７・３１・３７、１５

７林班１・２・４・５・６・８・

１０・１２～１４・１６・１７・

１９～２２・２４・２７～３１、

１５８林班１・３・４・８、１

５９林班３・５・６・９、１６

０林班１・２・５・１１・１２・

１４、１６１林班１・３～５、

１６２林班１～４・６～８、１

６３林班１・３・４・６～８、

１６４林班１～４・８・１２・

２０・２２、１６５林班１・３・

４・１７～１９・２２・２４・

２８・３７・７２・７９～８１・

８３・８６・８７・８９・９１・

９３～９８・１００～１０３・



１０６～１１８・１２０～１２

３・１２７～１２９・１３２．・

１３６・１３８・１３９・１４

２・１４８・１４９、１６６林

班２、１６７林班２、１６８林

班４・８・１２、１６９林班２、

１７０林班４・５、１７１林班

２・１２・１３、１７２林班１・

３～１０、１７３林班２・４・

７・９～１３、１７４林班５～

７・９・１０・１５、１６、１

７５林班３・４・７～９・１２

～１４・１７・１８・２１・２

３・２４、１７６林班２・１５、

１７８林班１・２・７・９・１

３・１８・２１・２４～２７・

３２・３３・３５・３６・４９・

５５・５７・５８、１７９林班

２・３・１１・１２・１９・２

０・２３・２５～２７、１８４

林班４・７・８、１８５林班５、

１８６林班１・３・４、１８７

林班１・２・５・８・１０・１

５・１８・１９・２４～２６・

２９・３０・３３・３４・４５・

４６・５１・６０・６１・６３・

７１・７３・７６・８８、１８

８林班１・４～６・１１・１３・

１５～２１・２５・３８・４２・

４７・４８・５１・５５、１９

０林班１、１９２林班５・６・

１３・１４・１６・２０・２３・

２５～２７・２９・３１～３３・

３５・３６・３９・４０・４６、

１９３林班１・４・５、１９４

林班１～３・５・７・８・１１・

１２・１６・２３・３４～３６・

４０・４２・４５・４８・４９、



１９５林班１・２・１８・２３・

４３・４６・４７・５０・５３・

５５～５７・５９・６０・６４

～６６・６８・７０・７１・７

３～７５・８３、１９６林班２・

５、１９７林班１、１９８林班

１・２・５～８、１９９林班３、

２００林班４、２０１林班３～

５・７・１０、２０２林班３・

７・１９・２４・２６・３７・

３８・６１・６３、２０３林班

２・１０・１５・２０・２２・

２３・６６・７１・８１・８２、

２０４林班８・９・１２・１５・

１７・３５・４１、２０５林班

１２～１７・２４、２０６林班

２・５～８・１３・１５・１８・

２０・２１・２３・２４・３６、

２０７林班１８・２４、２０８

林班２・８・９・２２～２４・

２７、２０９林班１・２・６・

７・１３・１５・１８・２１～

２５、２１０林班２・４、２１

１林班１３、２１２林班１、２

１３林班２～４、２１６林班１

４、２２０林班９、２３０林班

２、２３７林班５・８、２４１

林班５、２４２林班１、２４９

林班８・１０・１１、２５７林

班４、２５８林班５、２５９林

班４、２６０林班１・３・４、

２６１林班１・４、２６２林班

１、２６３林班７、２６４林班

４・５・１０・１１・１８・２

０、２６５林班２・６・７、２

６６林班２・３、２６７林班１

６・１７・１９～２１・２３・

２５・２８・２９・３２・３５、



２６８林班３・１４・１６・１

９・２０・２６・３１～３４・

３６、３７・３９～４２、２６

９林班１・３～６・９～１５・

１９・２０・２４・４１・４６・

４８・５０・５１・５６・５８、

２７０林班３・６・８・１０・

１２・１３・１５・１７・１９・

２３・２８、２７１林班１・５

～８・１４・１８・１９・２２・

２７・２８、２７２林班４・５・

１３、２７３林班１、２７４林

班１・２、２７５林班５・８・

１６・２６・２７・３３、２７

６林班４・７・１１～１３、２

７７林班１・３・７・８、２７

８林班１・２・５・６・９・１

１・１４・２０・２３、２７９

林班３～１９、２８０林班１・

３・４・８、２８１林班６・９・

１８・２１～２９・３１～３６・

３８・３９・４３・４４、２８

２林班２、４～９・１２～１５、

２８３林班１・３～５、２８４

林班１、２８５林班２～４、２

８６林班１・４・８・１０・１

４ 

 

 

注１：新しく区域にいれる林小班には下線を記入し、解除する林小班は見え消しとすること。 

注２：対象区域（樹種転換以外）は地区保全森林、対象区域（樹種転換）は地区被害拡大防止 

森林を記入すること。その他記入に際しては、地区実施計画策定要領を参考とすること。 

２ 自主防除措置の計画実施に関し必要な事項 

   岩手町における自主防除措置の対象区域等は様式２のとおりである。 

   なお、被害の状況に応じて適宜見直しを図り、適切な防除措置に努めることとする。 

 

 

 



様式２  自主防除措置（樹種転換及び薬剤による防除を除く）の対象区域等 

防除措置の種類 対 象 森 林 の 区 域 処理の方法 面積 

特別伐倒駆除    

伐倒駆除 別紙のとおり 伐倒くん蒸 3018.37ha 

補完伐倒駆除    

森

林

整

備 

不用記等の 

除去・処理 

   

枝打ち    

林床整理    

注１：新しく区域に入れる林小班には下線を記し、解除する林小班は見え消しとすること。 

注２：森林整備蘭の「不用木等の除去・処理」は衛生伐が対象となり、様式１の対象区域（樹 

種転換）の林小班が含まれることがないようにすること。 

注３：特別伐倒駆除、伐倒駆除、森林整備の面積の合計が様式１の合計と合致すること。その他 

記入に際しては、地区実施計画策定要領を参考にすること。 

 

３ 樹種転換に関し必要な事項 

   岩手町における樹種転換の対象区域等は様式３のとおりである。 

   なお、被害の状況に応じて適宜見直しを図ることとする。 

 



様式３  樹種転換の対象区域等 

造成する森

林の種類 

対象の森林の区域 

伐倒に関する事項 更新に関する事項 

面積 

伐採時期 伐採方法 更新樹種 更新方法 

       

       

       

注１：新しく区域に入れる林小班には下線を記し、解除する林小班は見え消しとすること。 

注２：面積の合計は様式１の対象区域（樹種転換）と合致するようにすること。その他記入に 

際しては、地区」実施計画策定要領を参考とすること。 

 

４ 薬剤による防除に関し必要な事項 

   岩手町における薬剤による防除の対象区域等は様式４のとおりである。 

 

 

対象なし 



 

様式４  薬剤による防除の対象区域等 

防除措置 対 象 森 林 の 区 域 面 積 

特別防除   

地上散布   

 

対象なし 


